
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  いわき市独自の新たな就農支援 

いわきならではの産地担い手確保事業 

【問い合わせ先】 

いわき市 農業振興課 担い手支援係 ＴＥＬ： ０２４６－２２－１１４８ 

2.次世代支援（経営支援金） 

3.第三者継承支援（経営支援金） 

4.第三者継承支援（継承奨励金） 

1.農地賃借料支援 

新規就農者(認定農業者・認定新規就農者)が 「重点作物」又は 「作付推進作物」

作付けのため、農地中間管理機構を介し５年以上の賃貸借契約を締結した際に支

払う農地賃借料(年額 5 万円上限)を支援します。（就農後３年目まで） 

認定農業者である親等の農業経営を５年以内に継承することを目標に農業を始

める 45 歳以上の方に対し、月額 5万円の支援金を交付します。（最長３年間） 

 

認定農業者の認定を受け、第三者の農業経営基盤を継承して農業を始める 45 歳

以上の方に対し、月額 5 万円の支援金を交付します。（最長３年間） 

認定新規就農者等の第三者に農業経営基盤を継承し、助言等の支援を行う方に

対し、継承した農業経営基盤 10a 当たり１万円の奨励金を交付します。 

募集期間・申請等 

募集期間：令和８年４月１日（水）～令和８年４月 30 日（木）予定 

・支援区分により、認定農業者等の認定をはじめ、様々な要件があります。 

・事前相談を受けながら申請に向けた手続きを進めます。 

※ ご相談は随時承ります。 

※事業費には限りがありますので、早めのご相談をお願いします。 



 

2.次世代支援（経営支援金） 

3.第三者継承支援（経営支援金） 

4.第三者継承支援（継承奨励金） 

1.農地賃借料支援 
交付対象：農業経営開始後３年目までの認定農業者又は認定新規就農者 

交付要件 ： 「重点作物」又は「作付推進作物」を作付けするため、農地中間管理機構を介し５年以上の賃

貸借契約を締結した農地のうち、補助対象者が農業経営開始後３年目までに支払う農地賃借料 

交付額：定額（対象農地において支払った当該年度の賃借料相当額） 

※ 補助限度額：５万円/年・人 

交付対象：親等（３親等以内の親族）の農業経営を継承するため、農業経営を始める 45 際以上の方 

交付要件：次の全ての要件を満たす方 

⑴ 農業経営改善計画の認定を受けている親等の農業経営を５年以内に継承するため、親元等で農業を

始める方 

⑵ 親等の農業経営改善計画を将来の経営継承に向け計画の変更を行い親子等の共同申請で認定を受け

た若しくは受ける見込みが確実な方 

⑶ 新規就農者育成総合対策事業等、国の交付金対象とならない方 

⑷ 前年の世帯全体の農業所得が 600 万円未満である方 

⑸ 常勤の雇用契約を締結しておらず、市基本構想で定める農業年間労働時間（年間 1,800 時間程度）

の水準を実現できるような効率的かつ安定的な農業経営を行う方 

交付額：５万円/月 

交付対象期間：農業経営改善計画の共同申請が認可された日の翌月から３年以内 

交付対象：第三者の農業経営を継承するため新たに農業を始める 45 歳以上の方 

交付要件：次の全ての要件を満たす方 

⑴ 農業経営改善計画の認定を受けた方 

⑵ 第三者の農業経営基盤（農地、機械、施設等）を継承かつ農業経営開始までに農地中間管理機構を

介し５年以上の農地賃貸借権設定等が完了する方 

⑶～⑸は、「2.次世代支援（継承支援金）」の交付要件の⑶～⑸と同様 

交付額：５万円/月 

交付対象期間：農業経営を開始した日の翌月から３年以内 

交付対象：農地等の農業経営基盤を第三者に継承する方 

交付要件：次の全ての要件を満たす方 

⑴ 農業経営基盤を就農後 3年以内の認定新規就農者又は認定農業者である第三者に継承する方 

⑵ 継承する農地が継承先と農地中間管理機構を介し 10a 以上かつ５年以上の賃貸借権設定等が完了し

ている方 

⑶ 継承先の農業経営の安定に向けた助言等の支援を継続し実施する方 

交付額：１万円/10a 


